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３．評価方法

１）評価の対象と実施方法
　評価対象は、（１）厚生労働科学研究の各研究事業（４研究分野の１８研究事業）、および（２）平成16年度に終了した課題の成果である。基礎資料は平成
17年4月～5月に厚生労働科学研究費補助金の各研究事業を所管する厚生労働省関係部局が大臣官房厚生科学課と調整の上収集した。

２）各研究事業の記述的評価
　４研究分野１８研究事業の各研究事業の評価は、これまでの事業の成果に基づいて各研究事業を所管する厚生労働省関係部局が作成したものを、評価委員会
委員等外部有識者の評価を踏まえて作成した。「各研究事業の概要」を以下の項目に従って作成した。
　(1)研究事業の目的
　(2)課題採択・資金配分の全般的状況
　(3)研究成果及びその他の効果
　(4)行政施策との関連性・事業の目的に対する達成度
　(5)課題と今後の方向性
　(6)研究事業の総合評価

３）終了課題の成果の評価
　各研究事業を所管する厚生労働省関係部局を通じて、平成16年度終了課題の主任研究者に対して調査を実施した。調査項目は、（１）専門的・学術的観点、
（２）行政的観点、（３）その他の社会的インパクト、（４）普及・啓発活動件数から構成されている。
　　調査項目：
　　(1)　専門的・学術的観点

ア　このテーマで、すでに明らかになっていること
イ　本研究で加えられたこと
ウ　本研究成果の専門的・学術的意義

　　(2)　行政的観点
期待される厚生労働行政に対する貢献度等

　　(3)　その他の社会的インパクトなど（予定を含む）
発表状況　原著論文（件・発表誌）、その他論文（件）、口頭発表等（件）
特許の出願及び取得状況、施策への反映件数
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　　(4)　普及・啓発活動件数

４）評価作業の手順
　各研究事業について、研究事業に設けられた評価委員等外部有識者のご意見を踏まえ、各担当課より提出された資料に基づいて評価を行った。なお、今回の
評価を行うに当たっては、各研究事業の内容について、研究事業所管課評価を行う際の指針（＜参考４＞参照）で示されている観点等を参考にした。
＜参考１＞
「競争的研究資金制度の評価」（平成１５年７月２３日、総合科学技術会議）
Ｃ．厚生労働科学研究費補助金－厚生労働省―
３．成果等の評価について
　今回の厚生労働省における制度評価は、統一様式で事業担当課が外部評価委員の意見を聞き一次資料を作成し、これを厚生科学審議会科学技術部会で審議
して評価結論を得たものであり、資金配分の適切性や研究成果等について概ね適切に評価されている。
　なお、本制度は広範な研究開発を対象としていることから、課題の特性に応じて多様な評価指標が必要と考えられる。特に、政策支援的要素の強い研究課
題では、学術的な側面に加え、行政への貢献を明確にし、研究者が納得する評価指標を導入することが重要である。また、政策支援的要素の強い研究課題の
成果は、目標が明確に設定されれば比較的容易に評価できると思われるが、制度としての成果が明らかにあるまでには長期間を要するので、このための調査
分析機能を整備してゆくことが重要と考えられる。
　（以下略）

＜参考２＞
「競争的研究資金制度改革について」（意見）

（平成１５年４月２１日、総合科学技術会議）
ＩＩ．改革のための具体的方策
４．競争的研究資金の効率的・弾力的運用のための体制整備
（２）公正で透明性の高い評価システムの確立
　○各配分機関は、研究課題についての中間評価や事後評価を適切に行い、その結果を踏まえて、必要に応じて研究の見直し・中止を行う。その際、制度や

課題によっては、ピアレビューによる評価のみならず、プログラムオフィサーによる評価等柔軟性をもって対応する。
　○各配分機関の競争的研究資金制度の改革が適切に行われるよう、各省あるいは配分機関は、所管する制度全体を把握した上で、「国の研究開発に関する

大綱的指針」に基づいて研究課題の事後評価や追跡評価を実施し各制度の成果の波及効果や活用状況等を把握して制度評価を行う。その結果を踏まえ、
目的・計画の見直し、運用の改善を図り、さらに、制度の統合・廃止・拡大・縮小等へ反映させる。

＜参考３＞
「国の研究開発評価に関する大綱的指針」

（平成１７年３月２９日、内閣総理大臣決定）
４．評価システム改革の方向

(1)創造への挑戦を励まし成果を問う評価
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(2)世界水準の信頼できる評価
(3)活用され変革を促す評価

＜参考４＞
「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」

（平成１４年８月２７日、厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定）
第２編　研究開発施策の評価の実施方法
１．　評価体制

　各研究事業等の所管課は、当該研究事業等の評価を行う。
２．　評価の観点

　政策評価の観点も踏まえ、研究事業等の目標、制度、成果等について、必要性、効率性及び有効性の観点等から評価を行う。
　研究事業等の特性に応じて柔軟に評価を行うことが望ましいが、「必要性」については、行政的意義（厚生労働省として実施する意義、緊急性等）、
専門的・学術的意義（重要性、発展性等)、目的の妥当性等の観点から、「効率性」については、計画・実施体制の妥当性等の観点から、また「有効性」
については、目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の養成等の観点から評価を行うことが重要である。

３．　評価結果
　評価結果は、当該研究開発施策の見直しに反映させるとともに、各所管課において、研究事業等の見直し等への活用を図る。
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